
第４６０３号 令和２年３月５日 

発  行  所 
北九州市小倉北区城内１番１号 

北 九 州 市 役 所 

目        次 

◇ 公  告 ページ 

○ 地籍調査の地図及び簿冊の閲覧【建設局用地部用地管理課】 

２

1



北九州市公告第１５４号 

 国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）による地籍調査の結果に基づいて

地図及び簿冊を作成したので、同法第１７条第１項の規定により公告し、当該

地図及び簿冊を次のとおり一般の閲覧に供する。 

  令和２年３月５日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

１ 地図及び簿冊の名称 

（１） 北九州市小倉南区葛原東一丁目、葛原東二丁目、葛原東五丁目、沼 

 本町二丁目、沼本町三丁目及び大字沼の各一部の地図及び簿冊 

（２） 北九州市八幡西区本城二丁目及び大字本城の各一部の地図及び簿冊 

２ 地図は平成３０年度中に測量して作成し、簿冊は平成３１年３月３１日現 

在の状況により調査して作成したものである。 

３ 閲覧期間 

 令和２年３月５日から同月２５日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日に

関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の毎日

午前９時から午後４時３０分まで 

４ 閲覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建設局用地部用地管理課（地籍調査担当） 

５ 訂正の申出 

  地図及び簿冊に測量又は調査上の誤り等があると認める者は、閲覧期間内 

 に、市長に対して、訂正を申し出ることができる。 

  誤り等の訂正の申出をするときは、その旨を記載した書面を提出するとと 

 もに、申出者の印鑑を持参すること。 

  誤り等の訂正の申出書の用紙は、閲覧場所に備えている。 
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